
 
 

○
教
育
局
等
職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
公
務
使
用 

 
 

 

に
関
す
る
取
扱
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て 

（
原
文
横
書
） 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
十
年
三
月
二
十
七
日
教
総
第
八
〇
九
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
育
長
通
知 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

最
終
改
正 

 

平
成
十
一
年
四
月
三
十
日 

  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
「
教
育
局
等
職
員
の
自
家
用
自
動
車

の
公
務
使
用
に
関
す
る
取
扱
要
綱
」
が
制
定
さ
れ
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
要
綱
の
取
扱
い
に
遺
漏
の
な
い
よ
う

す
る
と
と
も
に
、
所
属
職
員
に
周
知
徹
底
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
公
務
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
所
属
長
と
し
て
管
理

責
任
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
安
易
に
使
用
を
認
め
る
こ

と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
職
員
へ
の
安
全
運
転
の
指
導
に
よ
り
一

層
の
ご
配
意
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
事
故
報
告
書
を
教
育
長
（
埼

玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
第
三
十
一
条
に
基
づ
く
報
告
）
及
び
出
納
局
長

（
県
有
自
動
車
等
の
事
故
に
伴
う
損
害
賠
償
等
の
事
務
処
理
要
綱
第
九
条
に
基

づ
く
報
告
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
「
公
務
中
に
お
け
る
県
有
自
動

車
以
外
の
自
動
車
の
使
用
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
十
七
日
四
四
教
秘

発
第
三
八
一
号
）
」
は
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
し
ま
す
。 

 

要
綱
の
概
要 

一 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
承
認
基
準
に
つ
い
て 

 
 

原
則
と
し
て
県
内
に
お
け
る
旅
行
で
あ
っ
て
、
用
務
先
が
複
数
の
地
域
に

わ
た
る
場
合
や
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
、
公
共
交
通
機
関
や

県
有
自
動
車
で
は
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
使
用
を

承
認
す
る
。 

 

二 

自
家
用
自
動
車
の
登
録
に
つ
い
て 

 
 

職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
属
長
に
申
請
の
上
、
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車

の
登
録
を
受
け
る
（
登
録
で
き
る
自
動
車
は
対
人
補
償
一
億
円
、
か
つ
、
対

物
補
償
五
百
万
円
以
上
の
任
意
保
険
に
加
入
し
て
い
る
も
の
）
。 

 

三 

交
通
事
故
の
処
理
に
つ
い
て 

 
 

第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
所
属
長
の
責
任
に
お
い
て
相
手
方
と

の
事
故
処
理
を
行
う
。 

 

四 

事
故
の
際
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て 

 
 

第
三
者
へ
の
損
害
賠
償
は
、
職
員
の
自
賠
責
及
び
任
意
保
険
を
使
用
し
、

県
は
保
険
金
額
を
超
え
る
分
を
負
担
す
る
。 



 
 

職
員
の
自
動
車
が
損
害
を
負
っ
た
場
合
で
、
相
手
方
か
ら
の
賠
償
額
や
職

員
の
任
意
保
険
（
車
両
保
険
）
か
ら
の
保
険
金
額
が
損
害
額
に
満
た
な
い
場

合
は
、
そ
の
満
た
な
い
分
を
県
が
負
担
す
る
。 

 

    

教
育
局
等
職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
公
務
使
用
に
関 

 

す
る
取
扱
要
綱 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
要
綱
は
、
職
員
が
公
務
に
よ
り
旅
行
す
る
際
に
、
自
家
用
自
動

車
（
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に

関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
適
用
対
象
職
員
） 

第
二
条 

こ
の
要
綱
が
適
用
さ
れ
る
職
員
は
、
県
教
育
局
及
び
県
立
教
育
機
関

（
県
立
学
校
を
除
く
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。 

 

（
自
家
用
自
動
車
の
使
用
承
認
基
準
） 

第
三
条 

旅
行
命
令
権
者
は
、
職
員
の
旅
行
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

合
は
、
職
員
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
原
則
と
し
て
県
内
の
旅
行
に
限
り
、

交
通
事
故
等
運
転
上
の
安
全
配
慮
を
指
示
し
た
上
で
、
こ
の
要
綱
の
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
使
用
を
承

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
旅
行
命
令
権
者
が
明
ら
か
に
合
理
性
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を

除
き
、
有
料
道
路
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

一 

用
務
先
が
複
数
の
地
域
に
わ
た
る
場
合
又
は
交
通
不
便
な
地
域
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
県
有
自
動
車
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
。 

 

二 

緊
急
に
業
務
を
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
県
有
自
動
車

を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
。 

 

三 

そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

 

（
自
家
用
自
動
車
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
四
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旅
行
命
令
権
者
は
、
職
員
が
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
使
用
を
承
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

一 

当
該
職
員
が
運
転
免
許
取
得
後
一
年
未
満
で
あ
る
場
合 

 

二 

当
該
職
員
が
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
交
通
事

故
を
起
こ
し
、
又
は
自
動
車
の
運
転
に
関
し
、
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い

る
場
合 

 

三 

当
該
職
員
の
健
康
状
態
が
正
常
な
運
転
に
適
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合 

 

（
自
家
用
自
動
車
の
登
録
） 

第
五
条 

職
員
が
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と

し
、
職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
公
務
に
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車
登
録
申
請



書
（
様
式
第
一
号
）
」
に
よ
り
所
属
長
に
申
請
の
上
、
使
用
す
る
自
家
用
自

動
車
の
登
録
を
受
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
を
負
担
し
、

か
つ
自
家
用
自
動
車
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
と
し
て
、
通

勤
手
当
に
お
い
て
認
定
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
そ
の
認
定
経
路
上
に
お
い

て
自
家
用
自
動
車
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
問
わ

ず
、
す
で
に
当
該
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
自
動
車
（
自
動
二
輪
を
除

く
。
）
で
職
員
又
は
親
族
が
所
有
（
割
賦
販
売
法
に
よ
る
割
賦
等
で
購
入

し
、
所
有
権
が
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
す
る
も
の 

 

二 

対
人
補
償
一
億
円
以
上
及
び
対
物
補
償
五
百
万
円
以
上
の
任
意
保
険
に

加
入
し
て
い
る
も
の 

２ 

職
員
は
、
自
動
車
検
査
証
の
更
新
等
、
前
項
の
登
録
事
項
に
変
更
を
生
じ

た
と
き
は
、
速
や
か
に
「
公
務
に
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車
登
録
事
項
変
更

届
出
書
（
様
式
第
二
号
）
」
に
よ
り
所
属
長
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
。 

 

（
自
家
用
自
動
車
登
録
台
帳
の
整
備
） 

第
六
条 

所
属
長
は
、
登
録
し
た
自
家
用
自
動
車
に
つ
い
て
、
「
公
務
に
使
用

す
る
自
家
用
自
動
車
登
録
台
帳
（
様
式
第
三
号
）
」
を
整
備
し
、
各
所
属
所

に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
自
家
用
自
動
車
へ
の
同
乗
に
よ
る
出
張
） 

第
七
条 

自
家
用
自
動
車
を
使
用
し
旅
行
す
る
こ
と
を
旅
行
命
令
権
者
が
承
認

し
た
職
員
と
用
務
内
容
及
び
用
務
先
な
ど
が
同
一
で
あ
る
他
の
職
員
の
旅
行

に
つ
い
て
、
当
該
使
用
を
承
認
し
た
職
員
の
自
家
用
車
に
同
乗
し
て
旅
行
す

る
こ
と
が
業
務
遂
行
上
効
率
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
職
員
か
ら

の
申
請
に
基
づ
き
、
旅
行
命
令
権
者
は
同
乗
に
よ
る
旅
行
を
承
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
申
請
） 

第
八
条 

第
三
条
の
自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
申
請
及
び
第
七
条
の
他
の
職
員

の
自
家
用
自
動
車
へ
の
同
乗
の
申
請
は
、
旅
行
命
令
簿
に
自
家
用
自
動
車
を

使
用
す
る
旨
を
記
載
し
て
旅
行
命
令
権
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

 

（
旅
費
） 

第
九
条 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
に
よ
る
旅
行
の
旅
費
に
つ
い
て
は
、
職
員
の

旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
交
通
事
故
の
報
告
及
び
処
理
） 

第
十
条 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
自
家
用
自
動
車

を
使
用
中
に
事
故
を
起
こ
し
た
と
き
は
、
埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程

（
昭
和
五
十
一
年
訓
令
第
四
号
）
第
三
十
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、

報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。 



 
２ 
前
項
の
事
故
に
お
い
て
第
三
者
に
損
害
等
を
与
え
た
と
き
は
、
所
属
長
の

責
任
に
お
い
て
相
手
方
と
の
事
故
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
損
害
賠
償
） 

第
十
一
条 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
自
家
用
自
動

車
を
使
用
中
に
事
故
を
起
こ
し
、
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
賠
償
額
が
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ
く
強
制
保
険
及
び
任
意
保

険
の
保
険
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
県
は
そ
の
超
え
る
額
を
負
担
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
当
該
職
員
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
県
は

当
該
職
員
に
対
し
て
求
償
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
自
家
用
自
動
車
を
使

用
中
に
事
故
を
起
こ
し
、
自
己
の
車
両
に
損
害
を
負
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

事
故
の
相
手
者
か
ら
の
賠
償
額
や
当
該
職
員
の
任
意
保
険
か
ら
の
保
険
金
額

が
車
両
の
損
害
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
県
は
そ
の
満
た
な
い
額
を
負
担
す

る
も
の
と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
当
該
職
員
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
県
は

車
両
に
係
る
損
害
額
の
一
切
を
負
担
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

職
員
が
自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
承
認
を
受
け
ず
に
自
家
用
自
動
車
を
使

用
し
、
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
は
、
県
は
そ
の
責
任
を
一
切
負
わ
な
い
も
の

と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
） 

 

第
十
二
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
実
施
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
以
下
略
） 

      


